
- 1 - 

 

城陽市公告第３２号                                    

 次のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項の規定により公告します。 

  令和５年（２０２３年）１０月１０日 

                           城陽市長 奥 田 敏 晴 

 

１．入札に付する事項 

（1）工 事 名  東部丘陵線（富野工区）調整池整備工事その２ 

（2）工 事 場 所  城陽市 富野鷺坂山他 地内 

（3）工 事 概 要   

U 型水路            １７ｍ 

管渠工 FRPM 管φ1200      ３６ｍ 

管渠工 FRPM 管φ2000      ８７ｍ 

マンホール工 組立式角型人孔   ６箇所 

（４）工 事 期 間  令和５年（２０２３年）１１月１７日から 

令和 6 年（２０２４年） ３月２9 日まで 

（５）予 定 価 格  １１３，７２７，０００円（消費税及び地方消費税別価格） 

（６）最低制限価格  １０３，３５２，０００円（消費税及び地方消費税別価格） 

 

２．競争に参加する者に必要な資格 

  競争に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

  ① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

② 土木一式工事に係る令和５年度城陽市建設工事指名受付簿に登載されている者であること。

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者については、手続開始の決定後、市長が別に定める手続きに基づく指名競争入札参加資格の

再認定を受けていること。） 

③ 競争参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）の受付期間の最終日から入札執行の

日までの期間に国土交通省、京都府及び京都府内の地方公共団体の指名競争入札において指名

停止とされていないこと。 

④ 城陽市内に本社（本店）が所在する者であること。 

⑤ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定による最新の経営事項

審査（審査基準日が、確認申請書の受付前の直近のものに限る。）における土木一式工事につい

て、総合評定値が８００点以上の者であること。 

⑥ 建設業法第３条の規定による土木工事業に係る特定建設業の許可を有している単体企業であ

ること。 

  ⑦ 土木工事に係る技術者で、自社で恒常的に雇用している（入札参加表明の日以前に３箇月以

上の雇用関係があること。）監理技術者証の交付を受けた者（監理技術者講習を修了した者（有

効期限内に限る））を当該現場に専任で配置し得ること。 

    また、同一の現場代理人及び技術者（以下「技術者等」という。）を重複して複数工事の技術

者等とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者等を配置すること

ができなくなったときは、入札に参加することができないこととし、直ちに入札辞退の届出を

行うこと。 

    ※ただし、一定条件を満たせば技術者等の兼務を認めます。詳細は、「技術者等及び現場代理

人の複数の工事現場の兼務について」を市 HP の事業者向け > 入札・契約 > 城陽市 > 入札に
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関するお知らせに掲載しておりますのでご確認ください。 

  ⑧ 入札の参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がな

いこと。 

   ⅰ 資本関係 

     以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法（平成 17 年法律第８６

号）第 2 条第 3 号の規定による子会社をいう。以下同じ。）が会社更生法第 2 条第 7 項に規

定する更生会社又は民事再生法第 2 条第 4 号に規定する再生手続き中の会社（以下「更生会

社等」という。）である場合を除く。 

    ア 親会社（会社法第 2 条第 4 号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係

にある場合 

    イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

   ⅱ 人的関係 

以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等

である場合を除く。 

    ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

    イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条

第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

   ⅲ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

     その他上記のⅰ又はⅱと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

  ⑨ 城陽市暴力団排除条例（平成 25 年城陽市条例第２８号）第 2 条第３号の暴力団員等又は同

条第 5 号の暴力団密接関係者でないこと。 

   

３．競争参加資格の確認 

（１）当該工事の入札に参加しようとする者は、京都府電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）への入力により、確認申請書に次に掲げる資格確認資料を添付のうえ、城陽市長に１部

提出し競争参加資格の確認を受けなければならない。（ただし、紙入札での参加を希望する場合は、

城陽市総務部管財契約課契約検査係へ事前に問い合わせること。） 

① 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

    （審査基準日が、確認申請書の受付前の直近のものに限る。） 

   ② 特定建設業許可証明書又は許可通知書の写し 

③ 配置予定技術者調書 

④ 技術者に係る国家資格等の写し 

⑤ 監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者講習修了証の写し 

⑥ 技術者の雇用関係を確認できる書類 

（２）確認申請書の受付等 

京都府入札情報公開システムに掲載しているほか、城陽市のホームページ（ホームページア

ドレス http://www.city.joyo.kyoto.jp）にも掲載しているので、次により提出してください。 

   ① 日時  令和５年(20２３年)１０月１０日（火）から令和５年(20２３年)１０月１７日（火）

までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前９時から午後６時まで（ただし、１０月

１０日については午前１０時から、１０月１７日については午後５時までとする。） 

（３）競争参加資格の確認通知 

   ① 資格審査結果は、令和５年(20２３年)１０月２３日（月）午後２時以降に電子入札システム

により通知する。 

   ② 資格審査結果に対する説明を求めようとする者は、令和５年(20２３年)１０月２６日（木）

までに説明を求める内容を記載した書面を城陽市総務部管財契約課契約検査係に提出しなけれ
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ばならない。その回答は、令和５年(20２３年)１０月３１日（火）までに城陽市総務部管財契

約課契約検査係において行う。 

（４）その他 

    ① 確認申請書等資料作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

    ② 提出された確認申請書等資料は返却しない。 

 

４．契約条項等を示す場所 

   本工事に係る設計図面、工事説明書等（以下「設計図書等」という。）の閲覧及び配布等を次の

とおり行う。 

（１）設計図書等の閲覧 

   ① 日時  令和５年(20２３年)１０月１０日（火）から令和５年(20２３年)１１月９日（木）

までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前９時３０分から午後４時まで（ただし、

正午から午後１時までを除く。） 

  ② 場所  城陽市総務部管財契約課契約検査係 

（２）設計図書等の配布 

    設計図書等の配布は、京都府入札情報公開システムに掲載して行う。 

① 日時  令和５年(20２３年)１０月１０日（火）から令和５年(20２３)年１１月９日（木）

までの毎日（ただし、１０月１０日については午前１０時から、１１月９日につい

ては午後２時までとする。） 

  ② 場所  京都府入札情報公開システム 

（３）設計図書等に対する質問 

   質問があるときは、次により書面で提出すること。（FAX 又は E メールに限る。） 

   ① 日時  令和５年(20２３年)１０月２３日（月）から令和５年(20２３年)１０月２７日（金）

までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前９時から午後５時まで（ただし、１０月

２３日については午後２時からとする。） 

  ② FAX  ０７７４－５６－３９９９ （城陽市総務部管財契約課契約検査係宛） 

③ E メール kanzaikeiyaku@city.joyo.lg.jp 

  ④ 回答  令和５年(20２３年)１１月１日（水）までに競争参加資格を有する者に回答書を

FAX 又は E メールで送付する。ただし、質問が無い場合は、回答を省略する。 

 

５．入札及び開札の予定日時 

① 入札予定日時 

令和５年(20２３年)１１月８日（水）午前１０時から午後６時まで 

  令和５年(20２３年)１１月９日（木）午前９時から午後２時まで 

② 開札予定日時    

令和５年(20２３年)１１月１０日（金）午前１０時００分 

  城陽市総務部管財契約課契約検査係において行う。 

    

６．入札書に記載する金額 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入するこ

と。 
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７．入札方法等                                     

（１）電子入札システムへの入力による。 

（２）入札回数は、１回とする。 

（３）入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を電子入札シス 

テムにより提出するとともに、書面により届け出ること。 

（４）公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）に抵触する

行為その他の不正行為に関する情報が寄せられたときは、特別の対応をすることがある。 

 

８．入札金額内訳書の提出 

入札に際し、第１回入札書に記載される入札金額に対応する本工事費内訳書までを作成し提出す

ること。提出できない者は入札に参加できない。 

 

９．入札の無効 

（１）本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札

並びに条件に違反した入札は、無効とする。 

（２）その他市長が入札に係わる不正行為疑惑があると認めるとき又は入札無効と認めるとき。 

（３）予定価格を上回る入札又は最低制限価格未満の入札は無効とする。 

 

1０．落札 

（１）落札者は、入札金額内訳書を点検した上で決定する。 

（２）落札者の決定は、最低制限価格と予定価格との範囲内で最低入札をなした者を落札者とする。 

（３）落札者となるべき同価の入札者が２者以上あるときは、直ちに電子くじを用いた抽選によって

落札者を決定する。 

 

１１．入札保証金 

   入札保証金は免除する。 

 

１２．違約金 

   落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の 5 相当額の違約金を徴収する。 

 

１３．契約の締結 

    本工事の契約締結については、入札金額内訳書を点検した上で締結する。契約締結予定日は令

和５年(20２３年)１１月１７日（金）である。 

 

１４．契約保証金 

（１）落札者は、城陽市契約規則に定める所定の契約保証金（契約代金の額の１００分の１０以上の

額）を本契約締結と同時に納めなければならない。 

（２）契約保証金の免除 

   （１）にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。 

  ① 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補保証に限 

る。）を締結したとき。 

  ② 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

 

１５．支払条件 
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（１）前払金 

 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）に規定する保証事業会

社と前払金の保証に関する契約を締結し、その保証契約証書を寄託したときは、請負代金額の１

００分の４０を超えない範囲内で支払う。 

（２）中間前金払 

    次の要件を満たし、本市の請負工事中間前金払に係る認定を受けた場合において、公共工事の

前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社と前払金の保証に関する契約を締結し、そ

の保証契約証書を寄託したときは、請負代金額の１００分の２０を超えない範囲内で支払う。た

だし、前払金と合わせて請負代金額の 100 分の６０を超えない範囲とする。 

① 工期の 2 分の１を経過していること。 

② 工程表により工期の2分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること。 

③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の１以上の額に相当する

ものであること。 

（３）部分払 

   当該工事について、現場工事が完了し適正な工事が実施され、部分払検査に合格した場合は、

請負代金額の１００分の８５を超えない範囲内で支払う。（ただし、変更契約のない場合は対象と

しない。） 

 

１６．公正入札違約金 

受注者は、この契約の入札に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基

づき、請負代金の額の１００分の２０に相当する額の公正入札違約金を発注者に支払わなければ

ならない。工事が完成した後も同様とする。 

  ① 受注者に対し、独占禁止法第４９条の規定による排除措置命令、第６２条第１項の規定によ

る納付命令又は第６４条第１項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消

しの訴えが提起されなかったとき。 

② 受注者が前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定

したとき。 

③ 前２号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不公正な行為を行った

旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。 

④ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が、刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条

第１項第１号による刑が確定したとき。 

 

１７．事業執行 

   本工事は、公共事業であることに鑑み、建設材料の調達並びに下請業者の選定にあたっては地

元業者の採用に努めること。 

 

１８．その他 

１から１７までに定めるもののほか、地方自治法、同施行令、城陽市財務規則、同契約規則、

同競争入札心得、入札説明書、工事説明書及び設計図面の定めるところによる。 
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（問い合わせ先）工事施工に関する問い合わせは、ＦＡＸ又はＥメールに限る 

城陽市総務部管財契約課契約検査係（城陽市寺田東ノ口１６番地、１７番地） 

① 入札に関する問い合わせ・・・・・・電 話 ０７７４－５６－４０１２   

② 工事施工に関する問い合わせ・・・・Ｆ Ａ Ｘ ０７７４－５６－３９９９ 

Ｅメール kanzaikeiyaku@city.joyo.lg.jp 

 


